
　

 　

市
で
は
、市
民
皆
さ
ん
の
余
暇
活
動
や

保
養
の
た
め
、貸
別
荘
や
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン

シ
ョ
ン
な
ど
を
借
り
上
げ
て
市
民
保
養
所

と
し
て
開
設
し
て
い
ま
す
。

<

申
込
方
法>

対
象
市
内
在
住
・
在
勤
の
方（
未
成
年
だ
け

の
利
用
は
不
可
）　

定
員
５
名　

費
用
１
人

１
回
１
千
円（
食
事
代
な
ど
は
自
己
負
担
）　

利
用
日
数
連
泊
で
２
泊
ま
で　

申
込
方
法

各
利
用
月
の
申
込
期
間（
表
１
）に
、専
用
往

復
は
が
き（
市
民
活
動
支
援
課
、公
民
館
、出

張
所
、図
書
館
に
用
意
）を
郵
送
か
市
民
活
動

支
援
課
に
持
参
。同
一
世
帯（
グ
ル
ー
プ
）で

の
申
し
込
み
は
１
件
と
し
、複
数

あ
っ
た
場
合
は
す
べ
て
無
効
。利

用
は
１
世
帯
に
つ
き
２
か
月
ご
と

に
１
回
の
み

<

利
用
者
の
決
定>

　

公
開
抽
選
を
行
い
、往
復
は
が

き
の
復
信
用
で
通
知

<

施
設
の
利
用
方
法>

　

当
選
者
に
１
週
間
程
度
で
郵
送

す
る「
市
民
保
養
所
利
用
許
可
証
」

を
持
っ
て
施
設
を
利
用
し
、帰
り

に
料
金
を
支
払
う
。食
事
な
ど
の

サ
ー
ビ
ス
は
、到
着
後
に
フ
ロ
ン

ト
で
申
し
込
み

<

７・８
月
利
用
分
の
追
加
受
付>

▼
抽
選
で
外
れ
た
方
…
６
月
15
日
㈰
に
申

し
込
み
の
順
番
を
抽
選
で
決
定
し
て
追
加

受
付
を
実
施
。希
望
者
は
復
信
用
は
が
き
を

持
っ
て
10
時
〜
10
時
30
分
に
市
役
所
６
階

会
議
室
へ
。電
話
は
不
可

▼
往
復
は
が
き
で
申
し
込
ま
な
か
っ
た
方
…

６
月
16
日
㈪
、13
時
30
分
か
ら
市
民
活
動
支

援
課
で
随
時
受
け
付
け
。電
話
は
不
可　

<

７・８
月
以
外
の
追
加
受
付>

▼
抽
選
で
外
れ
た
方
…
キ
ャ
ン
セ
ル
や
空

き
室
が
あ
っ
た
場
合
、復
信
用
は
が
き
を

持
っ
て
市
民
活
動
支
援
課
で
随
時
追
加
受

け
付
け
。（
受
付
開
始
日
は
表
１
の
と
お
り
）

▼
往
復
は
が
き
で
申
し
込
ま
な
か
っ
た
方
…

抽
選
で
外
れ
た
方
の
受
付
終
了
後
に
随
時
受

け
付
け
。（
受
付
開
始
日
は
表
１
の
と
お
り
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

問
合
せ
市
民
活
動
支
援
課
へ
内
線
２
５
１
２

施　　設 室数 開　設　期　間
軽井沢（貸別荘） 3 棟

７月20日(日) ～８月30日(土)
猪苗代（リゾートマンション） 4室
箱根（リゾートマンション） 2室
津南（貸別荘） 2室
津南（バンガロー） 2 棟 ８月２日(土) ～ 12日(火)
千葉横芝（民宿） 2室 ７月26日(土) ～８月16日(土)
西伊豆大瀬崎（旅館） 2室 ７月20日(日) ～８月19日(火)
東伊豆城ヶ崎（貸別荘） 1棟 ７月１日(火) ～ 12月31日(水)
草津（リゾートマンション） 3室 ７月１日(火)～平成16年６月30日(水)

利用月 申込期間 抽選日 抽選で外れた
方の申込開始日 一般受付

7・8月 ５月１日～30日 ６月５日 ６月15日 ６月16日～
9・10月 ７月１日～31日 ８月５日 ８月12日 ８月13日～
11・12月 ９月１日～30日 10月６日 10月14日 10月15日～

平成16年1・2月 11月４日～28日 12月４日 12月11日 12月12日～
3・4月 １月５日～30日 ２月５日 ２月12日 ２月13日～
5・6月 ３月１日～31日 ４月６日 ４月14日 ４月15日～

※ペット連れでの利用は不可。施設によってはペットホテル（有料）あり。
貸別荘とリゾートマンションには簡単な炊事道具あり（食材は持参）。施
設によっては有料の食事サービスあり。津南のバンガローは室内にバス、
トイレ、キッチンなし。屋外の共同炊事場、トイレ、無料シャワーを使用す
る。なお、徒歩10分のところにあるホテル本館のレストランと風呂場（保養
所利用者は無料）も使用可

保養所受付年間スケジュール（表1）

開設施設

リステル猪苗代ガーデンコート
２ 

■ 

市
民
保
養
所
７
・
８
月
分
の
利
用
受
付
を
開
始 



主に市からのお知らせを掲載します。定
員は原則として先着順、「場所」の記載がな
い催しは、問合せ先が会場となります。
市役所の所在地は〒３５０‐１３８０ 狭山市
入間川１‐２３‐５、連絡先は�０４２‐９５３‐
１１１１、�０４２‐９５４‐６２６２です。
http://www.city.sayama.saitama.jp/

お
知
ら
せ

広
島
・
長
崎
の
原
子
爆
弾

被
害
者
に
見
舞
金
を
支
給

対
象
８
月
１
日
現
在
、狭
山
市
に

住
民
登
録
か
外
国
人
登
録
が
あ
り
、

被
爆
者
健
康
手
帳
を
交
付
さ
れ
て

い
る
方

支
給
額
年
額
２
万
円

申
込
み
５
月
１
日
�
〜
８
月
１
日

�
に
被
爆
者
健
康
手
帳
を
持
っ
て

福
祉
課
へ
内
線
１
５
１
２

狭
山
市
の
外
国
人
高
齢
者

な
ど
に
福
祉
手
当
を
支
給

要
件
�
狭
山
市
の
外
国
人
登
録
原

票
に
登
録
し
て
い
る
�
出
入
国
管

理
・
難
民
認
定
法
に
よ
り
法
務
大

臣
の
永
住
許
可
を
得
て
い
る
�
国

民
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
を
受
給

し
て
い
な
い

対
象
要
件
を
す
べ

て
満
た
す
次
の
外
国
人
▼
大
正
１５

年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方

▼
昭
和
５７
年
１
月
１
日
現
在
満
２０

歳
以
上
で
、身
体
障
害
者
手
帳
１
・

２
級
か
療
育
手
帳
Ａ
・
�
の
交
付

を
受
け
て
い
る
方

支
給
額
月
額

５
千
円

申
込
み
福
祉
課（
す
で

に
受
給
し
て
い
る
方
は
申
請
不

要
）へ
内
線
１
５
１
２

５
月
５
日
、茶
の
花
号
を

臨
時
運
行
し
ま
す

福
祉
循
環
バ
ス
茶
の
花
号
は
月

曜
日
が
運
休
で
す
が
、５
月
５
日

（
こ
ど
も
の
日
）は
、南
・
北
・
東
南

コ
ー
ス
を
臨
時
運
行
し
ま
す
。バ

ス
に
は
リ
フ
ト
が
備
え
つ
け
ら
れ
、

一
部
の
停
留
所
で
は
車
い
す
で
の

乗
降
が
で
き
ま
す
。ど
な
た
で
も

ご
乗
車
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
高
齢
者
福
祉
課
へ
内
線
１

５
７
２上

級
救
命
講
習
会

日
時
５
月
２４
日
�
、８
時
４５
分
〜

１７
時

場
所
消
防
本
部

内
容
心

肺
そ
生
法
、搬
送
法
な
ど
の
実
技

講
習

対
象
市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
中
学
生
以
上
の
方

定
員
３０

名

申
込
み
５
月
２
日
�
か
ら
消

防
署
へ
�
９
５
３
‐
６
１
７
７

市
の
財
政
状
況
を
公
表

日
時
５
月
１
日
�
〜
７
月
３１
日
�
、

８
時
３０
分
〜
１７
時

場
所
市
役
所

行
政
資
料
室
、出
張
所

内
容
平

成
１４
年
度
下
半
期
の
財
政
状
況
と

平
成
１５
年
度
当
初
予
算

問
合
せ

財
政
課
へ
内
線
７
１
１
２

開
発
許
可
等
の
基
準
に
関

す
る
条
例
を
６
月
か
ら
施
行

市
街
化
調
整
区
域
の
土
地
に
建

築
物
な
ど
を
建
て
る
場
合
、開
発

許
可
な
ど
が
必
要
で
す
。許
可
基

準
の
う
ち
、都
市
計
画
法
第
３４
条

第
８
号
の
３
・
４
を
条
例
化
し
、６

月
１
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

問
合
せ
建
築
指
導
課
へ
内
線
２
１

７
３市

税
の
休
日
納
税
相
談

窓
口
を
開
設

今
年
度
か
ら
、毎
月
１
回
、市
税

の
納
税
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

当
日
は
市
税
の
納
付
や
口
座
振
替

の
申
込
み
も
で
き
ま
す
。平
日
に

市
役
所
や
金
融
機
関
に
納
付
や
手

続
き
に
行
く
時
間
が
な
い
方
な
ど
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時
５
月
１１
日
�
、９
時
〜
１６
時

問
合
せ
収
税
課
へ
内
線
１
０
７
１

大気の環境基準をクリアダイオキシン類濃度調査結果

大気中のダイオキシン類濃度は、年平均で０．０７９
～０．１０pg-TEQ/�で、すべての地点で大気の環境
基準を満たすものでした。また、河川水のダイオキ
シン類濃度は０．０３６～１．１pg-TEQ/�で、入間川上・
下流と不老川上流は水質の環境基準を満たすもの
でしたが、不老川下流ではわずかに上回りました。
引き続き調査を実施し、実態の把握に努め、その推
移を監視していきます。今後もダイオキシン類濃
度の低減に向けて排出抑制対策を推進していきま
すので、皆さんのご協力をお願いします。

調査日	大気・夏季…８月１日～８日（三市一町行政
境付近は落雷のため８月３日～１０日）	大気・冬季…
２月５日～１２日	河川水…１０月１５日

問合せ生活環境課へ内線３６８２

（単位：pg-TEQ/�）大気調査結果

（単位：pg-TEQ/�）河川水調査結果

※pg（ピコグラム）は１兆分の１g。TEQ（毒性等価換算濃度の略）
は、いろいろなダイオキシンを最も毒性の強いダイオキシンに換
算して表したもので、毒性等価係数はWHO-TEF（１９９８）を使用

環境基準

０．６以下
（年平均値）

年平均値
０．１０
０．０７９
０．０９３
０．０９８
０．０８７
０．０８９

冬季の値
０．１０
０．１０
０．１１
０．１３
０．０９０
０．１０

夏季の値
０．１０
０．０５８
０．０７５
０．０６６
０．０８３
０．０７７

調査地点
上久保公園
下河内中公園付近
農村環境改善センター
三市一町行政境付近
入曽幼稚園
狭山市役所

環境基準

１以下
（年平均値）

数 値
０．０３６
０．０４１
０．１９
１．１

調 査 地 点
入間川上流（新豊水橋下流）
入間川下流（くずはき橋下流）
不老川上流（不老橋上流）
不老川下流（石橋下流）

■
暮
ら
し
の
情
報（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
濃
度
調
査
結
果
／
お
知
ら
せ
）

広報さやま ２００３．４．２５号

３


